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【公報種別】特許公報の訂正
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和3年3月24日(2021.3.24)

【特許番号】特許第6832279号(P6832279)
【登録日】令和3年2月3日(2021.2.3)
【特許公報発行日】令和3年2月24日(2021.2.24)
【年通号数】特許・実用新案公報2021-008
【出願番号】特願2017-533819(P2017-533819)
【訂正要旨】特許権者の住所の誤載により下記のとおり全文を訂正する。
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  59/08     (2006.01)
   Ｂ２９Ｄ   7/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ    5/18     ＣＥＲ　
   Ｃ０８Ｊ    5/18     ＣＥＺ　
   Ｂ２９Ｃ   59/08     　　　　
   Ｂ２９Ｄ    7/01     　　　　
【記】別紙のとおり
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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  主フィルムを備える物品であって、
  （ａ）前記主フィルムは、１つ以上のポリマーを含む第１のポリマー構成成分を含み、
  （ｂ）前記主フィルムは、
    （１）第１主面及び第２主面と、
    （２）前記主フィルムが熱誘発弾性回復可能であるランド部と、
    （３）１つ以上の改質領域と、を備え、
  各改質領域は、中央部と、前記中央部を取り囲む周縁部と、を備え、ランド部によって
取り囲まれており、
  各周縁部の平均厚さは、前記改質領域を取り囲む前記ランド部の平均厚さよりも大きく
、各中央部の平均厚さは、前記改質領域を取り囲む前記ランド部の平均厚さより小さく、
かつ０よりも大きく、かつ前記主フィルムの１つ以上のセグメントの引裂強度は約１００
ｇｆ／ｍｉｌ厚さ以下である、物品。
【請求項２】
  前記第１のポリマー構成成分が、１つ以上のポリオレフィンポリマーを含む、請求項１
に記載の物品。
【請求項３】
  前記主フィルムが、複数の改質領域の第１のアレイを有する第１のセグメントと、複数
の改質領域の第２のアレイを有する第２のセグメントと、を有し、前記第１のアレイが前
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記第２のアレイとは１つ以上の特徴において異なる、請求項１に記載の物品。
【請求項４】
  前記特徴が、（１）隣接した改質領域間の平均距離、（２）改質領域の形状、（３）改
質領域の寸法、及び（４）周縁部の平均厚さからなる群から選択される、請求項３に記載
の物品。
【請求項５】
  （ａ）熱誘発弾性回復が可能であり、かつ第１主面及び第２主面を有する、前駆体部材
を提供することと、
  （ｂ）前記前駆体部材の少なくとも１つの目標領域を前記前駆体部材の緩和温度（Ｔｒ

）より高い温度で選択的に加熱する一方で、前記改質領域内で前記前駆体部材の寸法の変
化を引き起こすように、前記改質領域を取り囲む前記前駆体部材の一部の温度を前記前駆
体部材のＴｒ未満の温度に維持し、その結果、前記目標領域における前記フィルム材料の
一部が熱誘発弾性回復を受け、かつ周縁部によって取り囲まれた中央部を備える改質領域
を形成し、前記周縁部の最大厚さが相対的により大きくなり、かつ前記第１面から前記第
２面まで開口することなく、前記中央部の相対的な厚さが低下することと、
  （ｃ）前記改質領域をＴｒ未満まで冷却することによって主フィルムを得ることと、を
含み、前記主フィルムは、
    （１）第１主面及び第２主面と、
    （２）前記主フィルムが熱誘発弾性回復可能であるランド部と、
    （３）中央部と、前記中央部を取り囲む周縁部と、を備える１つ以上の改質領域と、
を有し、前記改質領域はランド部によって取り囲まれており、
  各周縁部の平均厚さは、前記改質領域を取り囲む前記ランド部の平均厚さよりも大きく
、各中央部の平均厚さは、前記改質領域を取り囲む前記ランド部の平均厚さよりも小さく
、かつ０よりも大きい、請求項１に記載の物品を形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、手切れ性シート及び手切れ性の他の物品（例えば、単純なポリマーシート、
接着テープ等）並びにこのような物品を製造するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
  ポリマーシート及びポリマーフィルムは、例えば、保護カバー及び保護ラップ、掛け布
、接着テープのバッキング部材等を含む多種多様な目的のために、多種多様な構造で使用
されている。
【０００３】
  特に、塗装マスキングに使用されるシート及び接着テープについては、所望される程度
に手を適用でき、有効に使えるように、シート又は接着テープは、手で容易に引き裂ける
必要がある。一般的なマスキングテープは紙のバッキングを使用しており、これらは飽和
剤及びバインダーを含浸させて耐水性及び伸縮性をもたらしているが、依然として過度の
感湿性を呈し、水性コーティングで加工するのは困難である。このようなテープのバッキ
ングはまた、湿式研磨等の特定の作業において、荒れ（cockling）、座屈（buckling）及
び破砕（shredding）等の、湿気に対する不安定性も呈する。他の一般的な接着テープの
バッキングはポリマーフィルムベースであり、良好な強度、伸び、及び耐水性をもたらす
一方で、手で容易に引き裂くのは困難であることが多い。特に、配向ポリマー、とりわけ
配向ポリオレフィンベースのフィルムは、接着テープのバッキングとして周知だが、使用
するには、通常切断ブレード又は切断ナイフを必要とする。これは、多くの用途にとって
望ましいことではない、又は、十分に簡易な使用ではない。
【０００４】
  加工された冷却ロール上に巻かれた配向ポリマーフィルムを急速に加熱するプロセスを
用いることにより、フィルムに穿孔を形成し、手で容易に引き裂けるようになることが、
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以前判明した（例えば、米国特許第７，０３７，１００号（Ｓｔｒｏｂｅｌら））。この
ようなフィルムは、フィルムの熱の選択性又は局在性によって穿孔するものと考えられ、
すなわち、熱源に面したフィルムの主面は、冷却された加工ロールと接触しているフィル
ムの反対側の面に比べ、非常に高い熱流束に暴露される。加工されたロールにおいて、所
望の引裂パターンを形成する凹みが断熱材の役割を果たし、凹みの上方のフィルムの対応
領域の局所的な特定の加熱が可能となり、フィルムに穿孔の形成を開始させる。熱源は最
も有利には、高熱流束を発生させる直火バーナーを使用することによって提供される。他
の熱源を使用することもできる。
【０００５】
  熱誘発弾性回復（thermally-induced elastic recovery）が可能である配向前駆体フィ
ルムを使用して、中央開口部を取り囲む周縁部を備える改質領域を有するフィルムを作製
することが知られており、改質領域はランド部によって取り囲まれ、周縁部の厚さはラン
ド部の厚さよりも大きい。国際公開第２０１５／１００３１９号（Ｓｔｒｏｂｅｌら）に
報告されているように、このようなフィルムは、接着テープのバッキング部材として使用
される場合、追加の剥離剤及びライナーを使用せずに、良好な巻き出し性能及び剥離性能
を提供し、良好な手切れ性、形状適合性等をもたらすことができる。したがって、このよ
うなフィルム及びこれらをバッキング部材として組み込んで得られたテープには、多数の
有利な用途がある。しかしながら、各改質領域内の中央開口部はフィルムを完全に貫通し
ているため、このようなフィルムは本質的に透過性である。
【０００６】
  他の機械的特性と共に、良好な剥離性（したがって、このようなフィルムで作製した接
着テープに良好な巻き出し性能を付与する）、良好な順応性、及び手切れ性を呈する、不
透過性フィルム及びそのようなフィルムを組み込んだ物品（例えば、接着テープ）の必要
性が存在する。
【発明の概要】
【０００７】
  本発明は、驚くほど良好な手切れ性、良好な加工性、耐水性、液体不透過性、及び形状
適合性を有する一群のフィルムを提供する。このようなフィルムは、例えば、接着テープ
及び接着シート用の保護フィルム及びバッキングフィルムとして、特に有用である。本発
明は、このようなフィルム、このようなフィルムで作製された物品、及びこのようなフィ
ルムを作製するための方法を提供する。
【０００８】
  簡潔に要約すると、本発明の物品は主フィルムを備え、主フィルムは、
  （ａ）１つ以上のポリマー（例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリスチレン、
及びポリアミド）を含む、第１のフィルム形成ポリマー構成成分を含み、かつ
  （ｂ）（１）第１主面及び第２主面と、（２）主フィルムが熱誘発自己形成可能である
ランド部と、（３）１つ以上の改質領域と、を有する。各改質領域は、中央部と、中央部
を取り囲む周縁部と、を備え、ランド部によって取り囲まれており、各周縁部の平均厚さ
は、改質領域を取り囲むランド部の平均厚さよりも大きく、各中央部の平均厚さは、改質
領域を取り囲むランド部の平均厚さよりも小さく、かつ０よりも大きい（すなわち、改質
領域は不透過性である）。この新規構造のフィルムによってもたらされる独特の一連の特
性により、これらのフィルムは多くの用途に非常に好適となり、多くの驚くべき利点を提
供することができる。いくつかの実施形態において、本発明の物品は、接着テープ又は接
着シートのバッキングとして使用される。いくつかの実施形態において、主フィルムの１
つ以上のセグメントは、約１００ｇｆ／ｍｉｌ厚さ未満の引裂強度を有する。
【０００９】
  簡潔に要約すると、本発明の方法は、
  （ａ）熱誘発弾性回復が可能であり、かつ第１主面及び第２主面を有する、前駆体部材
を提供することと、
  （ｂ）前駆体部材の少なくとも１つの目標領域を前駆体部材の緩和温度（Ｔｒ）より高
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い温度で選択的に加熱する一方で、改質領域内で前駆体部材の寸法の変化を引き起こすよ
うに、改質領域を取り囲む前駆体部材の一部の温度を前駆体部材のＴｒ未満の温度に維持
し、その結果、目標領域におけるフィルム材料の一部が熱誘発弾性回復を受け、かつ周縁
部によって取り囲まれた中央部を備える改質領域を形成し、周縁部の最大厚さが相対的に
より大きくなり、かつ第１面から第２面まで完全に開口する（すなわち、フィルムに穴を
あける）ことなく、中央部の相対的な厚さが低下することと、
  （ｃ）改質領域をＴｒ未満まで冷却することによって主フィルムを得ることと、を含み
、主フィルムは、（１）第１主面及び第２主面と、（２）主フィルムが熱誘発弾性回復可
能であるランド部と、（３）中央部と、中央部を取り囲む周縁部と、を備える１つ以上の
改質領域と、を有し、改質領域はランド部によって取り囲まれており、各周縁部の平均厚
さは、改質領域を取り囲むランド部の平均厚さよりも大きく、各中央部の平均厚さは、改
質領域を取り囲むランド部の平均厚さよりも小さく、かつ０よりも大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
  本発明を、添付の図面に関して更に説明する。
【図１】本発明のシートの例示的な実施形態の第１主面の平面図である。
【図２】図１に示したシートの一部分の断面図である。
【図３Ａ】本発明の方法に従った選択的な加熱の際の熱誘発弾性回復の効果を示す、例示
的な改質領域の一部分の概略断面図である。
【図３Ｂ】本発明の方法に従った選択的な加熱の際の、本発明の対応する前駆体フィルム
内の温度プロファイルを示す図である。
【図４】従来技術の火炎穿孔フィルムの一部分の断面の写真である。
【図５】従来技術の火炎穿孔フィルムの一部分の走査型電子顕微鏡写真である。
【図６】本発明のフィルムの改質領域の断面の写真である。
【図７】本発明のフィルムの改質領域の走査型電子顕微鏡写真である。
【図８】いくつかのフィルムにおける制約下での弾性回復応力を示すグラフ図である。
【図９】本発明のテープのロールの例示的な実施形態の斜視図である。
【図１０】図９に示したテープの一部分の断面図である。
【図１１Ａ】本発明のシートの他の例示的実施形態の平面図である。
【図１１Ｂ】本発明のシートの他の例示的実施形態の平面図である。  これらの図は縮尺
どおりではなく、また単に説明に役立つことを意図しており、限定を意図したものではな
い。同様の参照番号を使用して同様の部材及び特徴を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
  略語及び用語
  以下に定義する用語については、異なる定義が「特許請求の範囲」又は本明細書中の他
の箇所で与えられない限り、これらの定義が適用されるものとする。
【００１２】
  用語「選択的な加熱」及び「局在加熱」とは、主フィルムの（すなわち、フィルムのｘ
－ｙ面における）選択部分の温度が、主フィルムの隣接部分の温度よりも高いレベルまで
上昇するように、主フィルムを加熱するという意味である。このような加熱は、火炎衝突
（flame impingement）（例えば、米国特許第７，０３７，１００号に記載）、選択的有
向赤外線放射（selective directed infrared radiation）等の手段によって実施され得
る。
【００１３】
  用語「配向可能な」とは、ポリマー材料が、特定の温度（Ｔｏつまり配向温度）よりも
高く加熱され、かつ延伸されると、その内部のポリマーセグメントが変化（shifting）及
び配向（orientation）を受け、次いでＴｏ未満に冷却されると、付与された配向の一部
が、後に解放された際にも保持されるという意味である。特定のポリマーフィルムが配向
され得る温度は、ある程度、フィルム内のポリマー材料のセグメントの分布及びフィルム
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中の構成成分分画のそれぞれの融点に応じて異なる。
【００１４】
  用語「ポリマー」は、ポリマー、オリゴマー、コポリマー（例えば、２つ以上の異なる
モノマーを使用して形成されるポリマー）、及びこれらの組み合わせ、並びに、例えば、
共押出による混和ブレンド、又はエステル交換を含む反応において形成することができる
ポリマー、オリゴマー、若しくはコポリマーを指すのに使用される。特に指示がない限り
、ブロックコポリマー及びランダムコポリマーの両方が含まれる。
【００１５】
  用語「熱誘発弾性回復（thermally-induced elastic recovery）」は、部材又は本体の
材料が、閾値温度（本明細書ではＴｒつまり緩和温度と言う）まで加熱された際に、外部
の機械的な構造を変化させる力（例えば、重力、エンボス加工、型成形等）を適用するこ
となく、又は、物質の除去作用（例えば、機械的なエッチング、レーザー、燃焼、蒸発等
による除去）を受けずに、自発的にその形状（shape）又は構造（configuration）を変え
る作用又は反応を指す。
【００１６】
  用語「火炎衝突（flame impingement）」は、火炎の形態の熱流束がフィルムの第１主
面に向けられる、主フィルムを加熱するプロセスを指す。例示的な実施例が、米国特許第
７，０３７，１００号（Ｓｔｒｏｂｅｌら）に開示されている。
【００１７】
  火炎の特性は通常、燃料に対する酸化剤のモル比に相関する。完全燃焼に必要な、燃料
に対する酸化剤の正確な比は、化学量論比として知られている。当量比は、化学量論的な
酸化剤：燃料の比を実際の酸化剤：燃料比で除したものと定義される。「少燃料（fuel-l
ean）」炎、すなわち酸化炎では、化学量論量より多くの酸化剤が存在するため、火炎当
量比は１未満である。「多燃料（fuel-rich）」炎では、化学量論より少ない酸化剤が燃
焼混合物に存在し、したがって当量比は１より大きい。
【００１８】
  特に指示がない限り、本明細書及び「特許請求の範囲」で使用される成分、分子量等の
特性、反応条件等の数量を表す全ての数字は、全ての例で用語「約」によって修飾される
ものと理解することとする。したがって、そうでないとの指示がない限り、本明細書及び
添付の「特許請求の範囲」に記載の数値パラメータは、本発明の教示を利用する当業者が
得たいと考える所望の特性に応じて変動し得る近似値である。少なくとも、各数値パラメ
ータは、報告される有効桁数を考慮し、通常の四捨五入を適用することによって少なくと
も解釈されるべきであるが、このことは、請求項がカバーする範囲について均等論の適用
を制限しようとするものではない。本発明の広義の範囲を説明する数値範囲及びパラメー
タは近似値である場合でも、具体例に説明されている数値は、可能な限り正確に報告して
いる。しかしながら、いかなる数値も、それぞれの試験測定値で見出された標準偏差から
必然的に生じるある程度の誤差を本質的に含んでいる。
【００１９】
  重量パーセント（Weight percent）、重量％（percent by weight）、重量％（% by we
ight）等は、その物質の重量を組成物の重量で割って１００を掛けた値として物質の濃度
を指す同義語である。
【００２０】
  端点によって数値範囲を列挙する場合、その範囲内に包含される全ての数を含む（例え
ば、１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５を含む）。本明細
書及び添付の「特許請求の範囲」では、特に内容が明示しない限り、単数形の「ａ」、「
ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は複数形の指示対象を含む。したがって、例えば、「化合物（a 
compound）」を含む組成物への言及は、２つ以上の化合物の混合物を包含する。本明細書
及び添付の「特許請求の範囲」では、「又は」という用語は、特に内容が明示しない限り
、「及び／又は」を含む意味で概ね用いられる。
【００２１】
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  明確さのため、また、これにより過度に限定されるとの意図はなく、任意の２つの逐次
的に積層された一群のシート又は細片に含まれるテープシート又は細片は、上側テープシ
ートの接着剤層が、下側テープシートバッキングの前面又は第１面に付着している、上側
テープシート及び下側テープシートとして言及される。
【００２２】
  本発明の主フィルム
  図１は、本発明の例示的な主フィルムの一部を示す。フィルム１０は好適な前駆体フィ
ルム１２（すなわち、熱誘発弾性回復が可能である配向フィルム）から作製され、（１）
第１主面１４及び反対側の第２主面１６と、（２）ランド部１８と、（３）それぞれが中
央部２２と、中央部を取り囲む周縁部２４とを備える１つ以上の改質領域２０と、を有し
、改質領域２０はランド部１８によって取り囲まれている。
【００２３】
  図２は、本発明の主フィルムの改質領域の断面を示す。本発明に従い、ランド部１８は
、中央部２２を取り囲む周縁部２４から形成される、改質領域２０を取り囲む。周縁部２
４の平均厚さ（寸法Ｂ）は、ランド部１８の平均厚さ（寸法Ａ）より大きく、一方、ラン
ド部１８の平均厚さは、中央部２２（寸法Ｃ）の平均厚さよりも大きい。中央部２２の厚
さプロファイルは曲線状でもよい（すなわち、主面１４及び主面１６のうちの１つ又は両
方が、図示のように平坦ではなく、中央部２２全体にわたって曲線状であってもよい）が
、寸法Ｃは中央部２２全体にわたって０より大きい。本発明のフィルムの改質領域は、火
炎衝突を介して形成される、以前から既知のフィルムに見出されるような貫通チャネルを
有するのではなく、不透過性である。
【００２４】
  図１及び図２は理想化されているものと理解され、例えば、フィルムの第２主面は平坦
ではない場合がある。ある程度は前駆体フィルムの性質及び選択的な加熱の実施様式に応
じて、改質領域が、その第２主面上に、フィルムの肥厚部及び突出部をいくつか備える場
合がある。例えば、図６に示したように、改質領域の中央部は、周囲にあるフィルムのラ
ンド部に対し、第２主面の方向に延在又は突出しているが、これは、フィルムのその部分
が、火炎衝突及び選択的な加熱の実施に使用されるロール上で開口部の方向に垂れる傾向
に、いくぶんかは起因している。
【００２５】
  前駆体フィルム
  本発明の形状適合性のある手切れ性主フィルム及び物品の作製に有用な前駆体フィルム
は、典型的には、半結晶性の構成成分を有する配向フィルムである。
【００２６】
  いくつかの一般的な実施形態において、これらのフィルムは配向ポリオレフィンポリマ
ー（例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン等、又はこれらの組み合わせ）を含む。更に
、熱誘発弾性回復が可能であるフィルムは、他の材料（例えば、ポリエステル、ポリスチ
レン、ポリアミド等）から作製することができる。
【００２７】
  おそらく、最も広く使用されている配向ポリマーバッキングフィルムは、二軸配向ポリ
プロピレン、すなわちＢＯＰＰである。ＢＯＰＰフィルムベースの接着テープは、例えば
カートン、ラベル及び箱のシールテープ（３Ｍ（登録商標）ＳＣＯＴＣＨ（登録商標）Ｂ
ｏｘ  Ｓｅａｌｉｎｇ  Ｔａｐｅ  ３７３（３Ｍ  Ｃｏ．，Ｓｔ．Ｐａｕｌ  Ｍｉｎｎｅ
ｓｏｔａ））として、広く使用されている。このようなテープは、良好な強度、耐水性、
及び低価格のため、人気がある。他の典型的なテープは、３Ｍ（登録商標）Ｐｏｌｙｅｓ
ｔｅｒ  Ｔａｐｅ  ８５０（３Ｍ  Ｃｏ）等の配向ポリエステルを使用している。ＢＯＰ
Ｐ及び二軸配向ポリエステル（ＢＯＰＥＴ）は、いずれも半結晶性ポリマーである。
【００２８】
  配向ポリマーフィルムの製造に使用されるプロセスは周知であり、典型的には、インフ
レートフィルムプロセス又はテンター延伸フィルムプロセスを用いて遂行される。経済性
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及び均一性の理由から、接着テープバッキング用のフィルムの製造にはテンター延伸プロ
セスが最も広く利用され、フィルムの厚さは、典型的には、約１０マイクロメートル～最
大約７５マイクロメートル又はそれを超える範囲である。テンター延伸は、逐次延伸プロ
セス又は同時延伸プロセスを使用して遂行することができるが、逐次延伸プロセスが、断
然、最も一般的である。典型的な逐次プロセスにおいて、フィルムは、まずＬＯと呼ばれ
る長手方向に、次いでＴＤＯと呼ばれる横方向に延伸することによって製造される。同時
延伸プロセスにおいて、フィルムは同時にＬＯ及びＴＤＯの両方に延伸される。
【００２９】
  逐次テンター延伸は、ポリマー樹脂の溶融と、冷却したキャスティングロール上でのキ
ャスティングの後、シートを最初の長手配向セクションに移送することで行われる。フィ
ルムを、最大限に急冷されるように低温下でキャスティングすることが望ましく、これに
よって大型の結晶形態の成長を抑制し、最高の透明度及び強度のフィルムを製造する。
【００３０】
  長手配向（ＬＯ）は、通常、キャストシートを、異なる速度で駆動される一連の加熱さ
れた接触ロールに通し、フィルムの加熱及び長手方向への延伸の両方を行うことにより、
遂行される。典型的なＬＯ比は約４又は５：１倍である。ＬＯ工程に続き、部分的に延伸
されたフィルムは、その後テンター延伸フレームに装着された一連のテンタークリップを
使用して縁部に沿って固定され、テンターオーブンの中へと移送される。テンターオーブ
ンは通常、最高でほぼ結晶融点温度の温度まで加熱され、これによりフィルムが十分に軟
化し、約８：１～約１０：１の比までの横方向（ＴＤ）の延伸が可能となる。
【００３１】
  キャストシートの延伸を低すぎる温度で行うと、非常に強い力を必要とし、その結果、
特にテンターオーブン中でフィルムが断裂又は破損してしまうことが多い。フィルムの延
伸を、結晶融点を上回る高すぎる温度で行うと、保持される配向性が乏しいだけでなく、
テンター延伸プロセス中に自重湾曲又は垂れによって起こるキャリパー欠陥を呈するフィ
ルムが形成される。参考文献：Ｒ．Ａ．Ｐｈｉｌｌｉｐｓ  ＆  Ｔ．Ｎｇｕｙｅｎ，Ｊ．
Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，ｖ．８０，２４００－２４１５  ２００１）及びＰ．
Ｄｉａｓ  ｅｔ  ａｌ．，Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，ｖ．１０７，１７３０
－１７３６（２００８）。キャストシートの延伸は、弱い力での延伸が可能な温度で、し
かしながら、フィルムが高度の分子配向を呈するようにポリマーの融点未満の温度で、行
うことが望ましい。これは、使用中の強度及び寸法安定性にとって好ましい。
【００３２】
  本発明の主フィルムとしての使用に好適な前駆体フィルムは、熱誘発自己形成が可能で
あるべきである。好ましくは、前駆体フィルムは、ＡＳＴＭ  Ｄ２７３２に従い評価され
るとき、約１％以下、好ましくは約０．３％以下の収縮反応を呈する。
【００３３】
  添加物
  本発明のテープのバッキング部材は、場合により、当該技術分野において既知の、１つ
以上の添加物及び他の構成成分を含む。例えば、バッキング部材又はその構成成分部材は
、充填剤、顔料及び他の着色剤、ブロッキング防止剤、潤滑剤、可塑剤、加工助剤、静電
気防止剤、核形成剤（例えば、β核形成剤）、抗酸化剤及び熱安定化剤、紫外線安定化剤
、並びに他の特性変性剤（例えば、所望の接着剤及び他の材料との相溶性を改善する作用
剤又は接着特性を増大若しくは低下させる作用剤等）を含んでもよい。充填剤及び他の添
加物は、好ましくは、本明細書に記載の好ましい実施形態によって得られる特性に悪影響
を及ぼさないように選択された量で加えられる。
【００３４】
  有機充填剤の実例としては、有機染料及び樹脂、並びに、ナイロン繊維及びポリイミド
繊維等の有機繊維が挙げられ、また、場合により架橋された、ポリエチレン、ポリエステ
ル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアミド、ハロゲン化ポリマー、ポリメチルメ
タクリレート、シクロオレフィンポリマー等の他のポリマーが挙げられる。無機充填剤の
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実例としては、顔料、ヒュームドシリカ及び他の形態の二酸化ケイ素、ケイ酸アルミニウ
ム又はケイ酸マグネシウム等のケイ酸塩、カオリン、タルク、ナトリウムケイ酸アルミニ
ウム、カリウムケイ酸アルミニウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイソウ土、
石膏、硫酸アルミニウム、硫酸バリウム、リン酸カルシウム、酸化アルミニウム、二酸化
チタン、酸化マグネシウム、酸化鉄、炭素繊維、カーボンブラック、黒鉛、ガラスビーズ
、ガラスバブル、鉱物繊維、粘度粒子、金属粒子等が挙げられる。
【００３５】
  いくつかの応用において、配向プロセス中に充填剤粒子の周囲に空隙が生じること、又
は、混入された発泡剤を使用して空隙を形成すること、が有益である場合がある。有機充
填剤及び無機充填剤はまた、ブロッキング防止剤としても有効に使用される場合がある。
代替的に、又は追加的に、ポリジメチルシロキサンオイル、金属石鹸、ワックス、高級脂
肪族エステル、及び高級脂肪族酸アミド（エルカミド、オレアミド、ステアルアミド、及
びベヘンアミド等）等の潤滑剤を使用してもよい。
【００３６】
  バッキング部材は、脂肪族第三級アミン、グリセロールモノステアレート、アルカリ金
属アルカンスルホネート、エトキシル化又はプロポキシル化ポリジオルガノシロキサン、
ポリエチレングリコールエステル、ポリエチレングリコールエーテル、脂肪酸エステル、
エタノールアミド、モノ及びジグリセリド、並びにエトキシル化脂肪族アミン等の、静電
気防止剤を含んでもよい。有機核形成剤又は無機核形成剤もまた組み込んでよく、例えば
、ジベンジルソルビトール又はその誘導体、キナクリドン及びその誘導体、安息香酸ナト
リウム等の安息香酸の金属塩、ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチル－フェニル）リン酸ナトリウ
ム、シリカ、タルク、並びにベントナイトがある。
【００３７】
  抗酸化剤及び熱安定剤を更に組み込むことができ、フェノールタイプ（例えば、ペンタ
エリスリチルテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ル）プロピオネート］及び１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－
ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン）、並びにアルカリ金属及びアル
カリ土類金属のステアリン酸塩及び炭酸塩が挙げられる。難燃剤、紫外線安定剤、相溶化
剤、抗菌剤（例えば、酸化亜鉛）、導電体、及び熱伝導体（例えば、酸化アルミニウム、
窒化ホウ素、窒化アルミニウム、及びニッケル粒子）等の他の添加物もまた、テープバッ
キング部材の形成に使用するポリマーにブレンドしてもよい。
【００３８】
  改質領域
  図２に示すように、本発明のテープのバッキング部材の主層は、その第１面から第２面
方向に延在し（すなわち、第１面から第２面までが薄くなるが）第２面に到達はしない中
央部を有する、改質領域を有する。このような新規フィルムの構造は、新規であり、多く
の驚くべき利点を提供する。
【００３９】
  本発明の驚くべき態様のいくつかは、火炎穿孔プロセスで使用される効果的な等量比及
びその効果的な活用について理解することにより、より容易に達成され得る。
【００４０】
  多燃料炎において、フィルムが暴露される全体的な環境は、高濃度の水素原子、一酸化
炭素、及び炭化水素フリーラジカルのため、本質的に主として還元性だが、若干の酸化種
が火炎をなすガス中に依然として存在しているため、フィルムの酸化も若干は起こる。対
照的に、当該技術分野において、より高い接着特性を付与するためのポリマーの表面処理
に対して教示されるような、少燃料炎では、全体的な環境は、高濃度の酸素分子及びヒド
ロキシルラジカルのため、高度に酸化性である。
【００４１】
  本発明に従って選択的な加熱及び主フィルムの改質を実施するための火炎衝突は、商業
的見地から望ましいフィルム速度でポリマーフィルムを改質及び選択的に加熱するために
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、相対的に高い火炎力（flame powers）を必要とする。例えば、約２０～１００ｍ／分を
超える速度での選択的な加熱を可能とするには、クロスウェブバーナー（cross-web burn
er）の長さ１インチ当たり少なくとも約１０，０００Ｂｔｕ／時（１１６０ワット／ｃｍ
）の火炎力が、典型的には望ましい。当該技術分野においてポリマーの火炎加工に最適と
される少燃料炎を使用すると、火炎力が高くフィルム速度が相対的に低いような条件では
、ポリマー表面に著しい酸化が起こる。ポリマー表面が相対的に高度に酸化されると、そ
の表面への接着は相対的に高くなる。したがって、少燃料炎を火炎衝突に使用すると、感
圧接着剤が周縁に対しより強力に接着する傾向となる程度まで、得られる周縁が酸化され
、テープの巻き出しの妨げとなり、場合によっては巻き出しが阻止されてしまう。本発明
者らは、低火炎力の少燃料炎を使用することにより（例えば、約５０００Ｂｔｕ／時－イ
ンチ未満の火炎力で）、ポリマー周縁表面の望まれない酸化を制限できることを見出した
。しかしながら、このような低火炎力の火炎を使用した場合、商業的に実行可能なフィル
ム速度でフィルムを効果的に改質することは不可能である。
【００４２】
  驚くべきことに、多燃料炎を、約２０ｍ／分超のフィルム速度で所望の熱誘発自己形成
を達成するのに十分な、選択的な加熱を可能とするのに十分に高い火炎力で、しかも、例
えば、このような主フィルムによって作製された完成品のテープの円滑かつ容易な巻き出
しを妨げる周縁の過剰な酸化を起こさずに、使用することができる。
【００４３】
  本明細書に記載の改質領域を有するバッキング部材（すなわち、隆起した周縁が、改質
領域においてバッキングの第１主面から突出している）により、バッキングの第１面上に
剥離コーティング又は介在する着脱可能な剥離ライナーを使用することなく、上層のテー
プ部分を接着剤から、又は、シートを下層部分から、剥離することが可能であることが判
明した。このような周縁は、過剰な力を使わずに、バッキングを断裂することなく、又は
接着剤の凝集破壊なしに、完成したテープが巻き出されるのを可能とするのに十分な高さ
を持つ。
【００４４】
  このようなコーティング又はライナーの必要性を排除することにより、剥離コーティン
グの使用に典型的に必要とされる、コーティング工程、乾燥炉、溶媒回収システム、又は
放射線硬化プロセスが不要となるため、本発明により、テープの製造及び使用を著しく簡
易なものとすることができる。溶媒の排除により、揮発性有機化合物が排除され、オーブ
ンの稼動に必要なエネルギーもまた排除されるため、全体的なテープ製造プロセスがより
効率化する。オーブンでの乾燥がないため、配向フィルム基材に対する熱損傷はより少な
くなり、ウェブの取り扱い作業は簡略化され、非常に小さな空間を使用しての製造作業が
可能となる。
【００４５】
  主フィルムの第１主面上の溶融ポリマーの周縁により、本発明に従ってこの主フィルム
から作製されたテープは、円滑かつ容易な巻き出しが可能となる。周縁上の最高点は、穿
孔フィルムの主面から最も離れて感圧接着剤を保持する場所（すなわち、穿孔とその周縁
との間の第１面（face or side）の部分）であるため、周縁の最大の高さは、接着剤の剥
離及びそれに続く巻き出しを可能にする、重要なパラメータであると考えられる。多燃料
炎によって形成された改質領域の溶融周縁の最高点と接着剤との間の接着は、周縁と接着
剤との間の接着面積が小さく、また、周縁の酸化の程度が低いため、制限される。
【００４６】
  改質領域の構造及び配列により、容易にまっすぐ、又は実質的に直線に引裂くことがで
き、それでもなお、接着テープのバッキング部材として使用するのに十分な引張強度を有
する主フィルムが提供される。テープの引裂開始パラメータ及び引裂伝搬パラメータは、
改質領域の構成及び形状を調節することにより、所望どおりに調節することができる。
【００４７】
  主フィルムは、典型的には、少なくとも１つの方向に手で引裂くことができ、また、２
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つの垂直方向に手切れ性となるように、形成することもできる。本発明の主フィルムは、
本発明に従う改質領域を有するようには改質されていない類似のポリマーフィルムに比べ
、相対的に低い引裂開始エネルギー及び比較的高い引裂伝搬エネルギーを有することがで
きる。更に、本発明の主フィルムの改質領域により、本発明に従う改質を施されていない
類似のポリマーフィルムに比べ、フィルムを実質的に直線に引裂くことが可能である。改
質領域により、フィルムの引張強度を過度に弱めることなく、このような向上した引裂特
性が可能となる。
【００４８】
  フィルムの特性（例えば、テンター比／大きさ（magnitude）、フィルムの厚さ等）並
びに選択的な加熱のプロセスの条件及び装置（例えば、フィルム速度及び厚さ、配置、及
び加熱領域の形状等）の調節により、改質領域の位置、間隔、及び形状を所望どおり調節
することができる（例えば、引裂開始力及び引裂伝搬力、引裂の方向性、形状適合性等を
最適化する）。例えば、改質領域は実質的に円形、楕円形、菱形、三角形、又はいくつか
の他の形状であってもよく、また、秩序だった均等なアレイで、又は、不規則に（例えば
、間隔若しくは相対位置又はその両方が異なる）配置されていてもよい。
【００４９】
  より容易な引裂が所望される、本発明のフィルムをバッキングとして備える接着テープ
のいくつかの実施形態において、ポリマーフィルムにおける改質領域は、典型的には、好
ましくは非円形で、幅の少なくとも１．２５倍、また、典型的には幅の少なくとも２倍の
長さを有する。主フィルム全体にわたる異なる個々の改質領域はばらつきを呈してもよく
、それぞれの中央部及び周囲の周縁部のサイズが若干異なってもよいが、典型的には、こ
れらのそれぞれが長軸と短軸を有する。長軸は改質領域の長さに沿う線で、短軸は改質領
域の幅に沿った線である（例えば、ヘリンボーンパターンを形成する）。一実施において
、各改質領域の長軸に沿って延長した線は、隣接した第２の改質領域を貫通する。特定の
実施において、各改質領域の長軸に沿って延長した線は、隣接した改質領域の短軸に沿っ
て又は短軸と平行に、隣接した改質領域を貫通する。
【００５０】
  本発明に従って、改質領域は、フィルムの容易な引裂を促進するように、ダウンウェブ
、すなわち長手方向（ＭＤ）に、またクロスウェブ、すなわち横方向（ＴＤ）に配置され
る。改質領域は、望ましい直線上の引裂特性をフィルムに付与しながらも、テープバッキ
ングとして機能するには十分に頑健であり得るフィルムの引張強度を十分に保持しており
、テープバッキングとして好都合に使用することができる。本発明によると、そうでない
場合には望ましくない引裂特性及び引張特性、例えば、このようなシート及びテープが適
用されたロール又は表面から剥離する際の（例えば、マスキングテープにおけるような）
スリバリング（slivering）、過度に高い引裂開始力、過度に高い引裂伝搬力、ぎざぎざ
又は非直線の引裂線となる傾向等を呈するようなポリマーフィルムをバッキングとして使
用して、手切れ性シート及びテープを形成することができる。本発明のフィルムを使用し
て作製される接着テープは、スリバリング、分裂、及び予測不可能な破損を防止するため
の調節された引裂伝搬等の優れた引裂特性、並びに取り扱い及び適用を容易にするための
均一なテクスチャー、及び接着剤のウェットアウトの視覚表示として機能することによっ
て適切な粘着を視覚的に示す能力、を提供することができる。後者の性能パラメータは、
本発明のフィルムがマスキングテープのバッキングとして使用される実施形態には、特に
有益である。
【００５１】
  多くの実施形態において、中央部及び相補的な周囲の周縁部は、典型的には円、細長い
楕円、長方形、又は他の形状で、各改質領域の長軸が隣接した改質領域と交差し、又は、
隣接した改質領域の近くを通過し、最適な引裂特性を提供するように配置されている。
【００５２】
  本発明のテープの特徴は、バッキングの改質領域であって、それぞれが火炎衝突の際に
形成された上昇した隆起又は周縁を有する。この上昇した隆起は、前駆体フィルムに付与
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された配向から弾性的に回復した改質領域内部由来のポリマー材料からなる。この周縁は
、穿孔フィルムの引裂特性を向上すること、及び、フィルムを形状適合性のある材料によ
り類似させる、繊細なテクスチャーを付与することが、以前に観察されている。上述のよ
うに、このような上昇した隆起又は周縁により、驚くべきことに、接着テープ構成体にお
ける剥離コーティング又はライナーの使用の必要性が排除されることが判明した。
【００５３】
  本明細書の図４に関し、米国特許第７，０３７，１００号で記述されているように、
  「ポリマーフィルム１４に形成された穿孔パターンには、本発明の布状フィルム及びテ
ープバッキングの引裂特性及び引張特性に対して強い影響がある。ここで図４に関しては
、典型的な穿孔パターン２８の拡大したレイアウトの一部を示しており、長手方向の配向
が上下、横方向の配向が左右である。示した穿孔パターン２８は、穿孔１ａ、１ｂ、及び
１ｃを有する第１列、穿孔２ａ、２ｂ、及び２ｃを有する第２列、穿孔３ａ、３ｂ、及び
３ｃを有する第３列、穿孔４ａ、４ｂ、及び４ｃを有する第４列、並びに穿孔５ａ、５ｂ
、及び５ｃを有する第５列として特定される、一連の穿孔の列を備える。典型的には、穿
孔は、フィルムの表面のほとんど又は全てに沿って延在するパターンを形成し、したがっ
て、図４に示されたパターンは、１つのそのようなパターンの一部にすぎない。」
【００５４】
  米国特許第６，６３５，３３４号（Ｊａｃｋｓｏｎら）及び同第７，１３８，１６９号
（Ｓｈｉｏｔａら）は、本発明の主フィルムの改質領域に使用され得、得られたテープの
所望の、結果として生じる引裂特性、しわ特性、折りたたみ特性、及び他の物理的特性を
達成し得る、多数のパターンを開示している。本発明に従い、このようなパターンを使用
し、閉じた改質領域を形成することができる（すなわち、改質領域の中央部が、従来技術
に開示された穿孔のようには、フィルムを完全には貫通していない）。
【００５５】
  いかなる理論による束縛も望むものではないが、改質領域の密度が、本発明のフィルム
及びテープの形状適合性及び折りたたみ特性の両方、並びに引裂特性及び引張特性に寄与
するものと考えられる。また、改質領域の密度を低下させる、あるいは、長手方向（ＭＤ
）若しくはクロスウェブすなわち横方向（ＴＤ）のいずれか又は両方向に沿ってチャネル
を提供し、伝搬引裂がどの改質領域にも遭遇しないように改質領域の分布を変化させると
、その結果、最も好ましいパターンに比べ、形状適合性が低下し、また、このような改質
のないチャネルの方向に沿って望ましい引裂特性及び引張特性が低下するものと考えられ
る。本発明のテープは、箱、容器、皮膚、自動車部品及びパネル、並びに他の材料に形状
適合し、これによって感圧接着剤を部品又は基材と密着させることができ、したがって、
テープと基材との間の接着を強めることができる。更に、本発明の接着テープは、同等の
紙バッキングのマスキングテープに対して周知のように、典型的な吹き付け塗装作業に使
用される場合、丸みのある塗料縁部を形成できるように、折り曲げることができる。
【００５６】
  また、各中央部の周囲の隆起した周縁部は、引裂の伝搬を弱める働きをし、その結果、
手による引裂をより良好に調節し、（非穿孔フィルムの引裂伝搬力と比較して）引裂伝搬
力を強める。しかしながら、引裂開始力は、前駆体フィルムの引裂開始力と比較して、特
に最も好ましいパターンでは低下する。これは、改質領域の密度によって、このように構
築された任意のフィルム又はテープの縁部が、改質領域を縁部又は縁部の極めて近くのい
ずれかに有することを保証するからである。驚くべきことに、本明細書に記載のように作
製されるテープは、マスキングの用途で使用される場合、記載の改質領域及び差厚を有し
ていても、非常にシャープかつ均一な塗装ラインをもたらすことができることが判明した
。このようなフィルム及び得られるテープは、厚さ又はｚ軸寸法において優れた形状適合
性を有することから、これらが接着される基材に対する接触が向上するものと考えられる
。したがって、引裂開始のため、本発明のフィルム及びテープは、ノッチフィルムと同様
に挙動するが、紙バッキングのマスキングテープが特に湿潤環境で使用される場合に問題
となる、著しいスリバリングの発生はない。
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【００５７】
  改質領域の形成
  本発明の主フィルムは、本明細書に記載の、周縁及び凹部を有するが開口した中央部の
ない改質領域を提供する、様々なフィルム形成、配向、及び選択的な加熱法を使用して製
造することができる。
【００５８】
  主フィルムを得るための本発明に従うフィルムの改質領域の形成は、
  （Ａ）（ａ）熱誘発弾性回復が可能であり、かつ（ｂ）第１主面及び第２主面を有する
、前駆体フィルムを提供することと、
  （Ｂ）前駆体フィルムの少なくとも１つの目標領域を前駆体フィルムの緩和温度（Ｔｒ

）より高い温度で選択的に加熱する一方で、目標領域内で前駆体部材の寸法の変化を引き
起こすように、目標領域を取り囲む前駆体フィルムの一部の温度を前駆体フィルムのＴｒ

未満の温度に維持し、その結果、目標領域におけるフィルム材料の一部が熱誘発弾性回復
を受け、かつ周縁部によって取り囲まれた中央部を備える改質領域を形成し、周縁部の最
大厚さが相対的により大きくなり、かつ中央部の相対的な厚さが低下するが、前駆体部材
の第１主面と第２主面との間で完全に開口することはないことと、続いて、
  （Ｃ）改質領域をＴｒ未満まで冷却することによって主フィルムを得ることと、によっ
て実施され、主フィルムは、（１）第１主面及び第２主面と、（２）主フィルムが熱誘発
弾性回復可能であるランド部と、（３）１つ以上の改質領域と、を有し、各改質領域は、
主フィルムの第１主面から突出し、かつ中央部を取り囲む周縁部を備える。本発明の接着
テープは、次に、主フィルムの第２主面に配設される（すなわち、バッキング部材が、本
質的に主フィルムからなる場合）、又は、バッキング部材の第２主面に配設される（すな
わち、バッキング部材が、主層と、主フィルムの第２主面に（例えば、押出によって）接
合された、適宜用いられる第２層を備える場合）、標準的に粘着性である感圧接着剤を適
用することによって作製される。
【００５９】
  改質領域のそれぞれが全面的に他と同一である、又は、完全に厳密に同一の形状、サイ
ズ、若しくは開放性である、必要はない。火炎穿孔について当該技術分野において既知の
多くの技術及び装置を、本発明において利用することができる。従来の火炎穿孔に使用さ
れる場合のように、本発明に従って改質領域を形成するのに使用される場合、このような
技術及び装置により、サイズ及び形状の完全性において若干ばらつきのある主フィルムが
得られる。これには、現在の発明に対する有害な効果はない。
【００６０】
  改質領域の形成を行うのに用いられる方法及びプロセス条件は、いくぶんかは所望の改
質領域及びフィルムの性質に基づいて選択される。典型的には、このプロセスは、フィル
ムが所望の改質領域の形成から受ける以外の、熱による損傷の程度を最小化するように実
施するのが好ましい。
【００６１】
  ウェブを、火炎衝突ステーションに、より高速で通すと、相対的により小さい改質領域
が形成される。当業者によって理解されるとおり、使用される他の火炎衝突条件（火炎の
強さ、バーナーとフィルムの距離、又はバッキングロールのパターン）を調節して、同様
の改質領域サイズ及び間隔又は任意の所望の改質領域のアレイを得ることができる。
【００６２】
  所望の選択的な加熱を得るために使用されるバッキングロールの凹み（時としてくぼみ
、ウェル、又はディンプルと呼ばれる）のパターンによって、その結果得られる改質領域
のアレイ及び寸法が部分的に確定され、各改質領域はバッキングロールのディンプル又は
凹みに対応する。場合によっては、改質領域は秩序だったアレイで配列される。場合によ
っては、改質領域は不規則に配列される。所望であれば、改質領域は実質的に類似の個々
の構造であってもよく（すなわち、形状及び寸法が実質的に同一の凹みを有するバッキン
グロールを使用することによる）、又は改質領域は様々な個々の構造であってもよい（す
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なわち、形状、寸法、又は両方が適宜異なる凹みを有するバッキングロールを使用するこ
とによる）。
【００６３】
  所望であれば、テープは、主フィルムが複数の改質領域の第１のアレイを有する第１セ
グメントと、複数の改質領域の第２のアレイを有する第２セグメントと、を有し、第１の
アレイが第２のアレイとは１つ以上の特徴において異なるように作製されてもよい。これ
は、対応する凹みのアレイを有するバッキングロールを使用して複数のセグメントを同時
に形成すること、又は、それぞれの改質領域のセグメントを逐次的に形成すること、によ
って達成することができる。所望により、（１）隣接した改質領域間の平均距離、（２）
改質領域の形状、（３）改質領域の寸法、及び（４）周縁部の平均厚さからなる群から選
択される、１つ以上の特徴の違いを含む改質領域のそれぞれのアレイが形成されてもよい
。
【００６４】
  火炎衝突は、例えば、米国特許第７，０３７，１００号の実施例１について示されたプ
ロセス仕様によって実施することができる。このような装置は通常、燃料及び酸化剤が燃
焼前に十分に混合されている、予混合層流炎を使用する。しかしながら、米国特許第７，
０３７，１００号に記載のプロセスとは対照的に、本発明のいくつかの実施形態では、多
燃料炎が使用される。得られるフィルムに所望の特性により、火炎衝突プロセスは、所望
の表面特性を付与するように実施してもよい（例えば、剥離傾向の増加が所望の場合は、
相対的に多燃料の混合物を使用し（例えば、剥離剤を低減又は排除して剥離を行う場合）
、逆に、接着傾向の増加が所望の場合は、相対的に少燃料の混合物を使用する）。改質領
域の形成中に炎に暴露されるフィルムの面には、中央部を取り囲む、弾性的に回復したポ
リマー材料の周縁部が形成される。模式的に理想的に図２に示したが、改質領域の周縁部
は、典型的には、フィルムの第１主面及び第２主面の両方から外側（すなわち、ｚ軸）へ
の、フィルムの突出部によって形成され得る（例えば、図４に示したとおり）。これらの
周縁は、一般的なテープのロール形態に巻かれた際、バッキング部材と接着剤の間の接触
を最小化することにより、後に適用される接着剤の剥離面として効果的に作用し得ること
が判明している。周縁表面が剥離性を呈することが重要な場合、改質領域の形成プロセス
は、フィルムの第１主面の隆起した周縁又は周囲のランド部のいずれかにおいて、過度に
酸化しない火炎状態を使用して、すなわち、火炎への暴露によって典型的に引き起こされ
る表面酸化がもつ、接着性を促進するという特性を最小化するような火炎状態を使用して
、実施することが非常に重要である。火炎により引き起こされる表面酸化を完全に排除す
ることはできないが、酸化は火炎当量比０．９２～０．９６で最大化され、少なくとも約
１．０５の火炎当量比で最小化され、これは多燃料炎である［Ｓｔｒｏｕｄ  ｅｔ  ａｌ
．，Ｐｒｏｇｒｅｓｓ  ｉｎ  Ｅｎｅｒｇｙ  ａｎｄ  Ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ  Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ，３４（６），６９６－７１３（２００８）参照］。したがって、好ましくは当量
比約１、また好ましくは少なくとも約１．０５の多燃料炎を使用して火炎衝突を実施する
ことが必要である。多燃料炎をポリマーの火炎穿孔に使用することは、火炎処理の技術分
野における実質的に全ての推奨に反している。このようなバッキング部材を使用すること
によって得られる利点、例えば、テープのロール形態における巻き出しの改善が良好であ
ること、塗料の浸透に対する抵抗性等は、この処理を選択したことによる驚くべき結果で
ある。
【００６５】
  本発明の驚くべきかつ有利な態様は、改質領域が不透過性であること、すなわち、改質
領域がフィルムを完全には貫通していないことである。
【００６６】
  配向ポリマーフィルムは、冷却した加工バッキングロールに巻かれて、火炎のような高
熱流束に暴露され、２つの主面の選択的な加熱を引き起こせることが知られている（例え
ば、米国特許第７，０３７，１００号等より）。フィルムセクションを、冷却されたバッ
キングロールの加工されたくぼみ全体に直接暴露することにより、そのフィルムセクショ
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ンの非常に急速な加熱を引き起こし、フィルム配向の突然の制御されない解除又は緩和を
起こし、その結果、この収縮によって生じた、緩和されたポリマー分子の集合を含む穿孔
開口部の周辺に、会合した「周縁」材料によって形成される穿孔が生じるものと考えられ
る。このプロセスは熱誘発弾性回復と称する。本発明は、本明細書に記載のような前駆体
フィルムを使用することにより、以前から既知のような穿孔を有する改質領域ではなく、
閉じた中央部を有する改質領域を形成することができるという、驚くべき発見に関する。
【００６７】
  従来技術においては、結果として生じる改変によって、図４に示すような、フィルムの
厚さ全体を完全に貫通して延在する穿孔となる。
  ここで、「ａ」＝周縁の厚さ、
  「ｂ」＝ランド部の厚さ、
  「ｃ」＝穿孔である中央部の厚さ（すなわち、０に達する）である。
  図５は、フィルムの熱誘発弾性回復によって形成された、開口した穿孔を示す、倍率８
０倍の走査型電子顕微鏡写真である。熱改質領域の周縁部、ランド部、及び中央部は、ａ
、ｂ、及びｃと表示される。
【００６８】
  これらの従来技術の場合、選択的な加熱のプロセスにより、熱改質の結果、周縁セクシ
ョン「ａ」がランド領域「ｂ」と少なくとも同じ厚さとなり、穿孔領域「ｃ」は０の厚さ
となる。このようなフィルムの有用性は、穿孔の存在により限定され、塗装用のマスキン
グテープのバッキング又はマスキングシートとして直接使用することができず、また、溶
媒又は水性コーティング等の液体コート剤を伴うコーティングプロセスでの使用の妨げと
なる。
【００６９】
  本発明者らは、上記の選択的な加熱のプロセスに供され、手切れ性を提供するが、フィ
ルムの厚さを貫通する穿孔がない熱誘発改質領域を形成する、一群のポリマーフィルムを
発見した。このようなフィルムは、接着テープのバッキングとしての使用には非常に望ま
しい。この場合、熱誘発弾性回復のプロセスによって、図６及び図７に示すような、新し
い種類のフィルム形状を得ることができる。図６に示すように、本発明のフィルムにおい
て、改質領域は、ランド部Ｂによって取り囲まれた周縁部Ａによって取り囲まれた、中央
部Ｃを備える。従来技術のフィルムとは異なり、中央部Ｃの厚さは０よりも大きい。図７
は、倍率８０倍の改質領域の走査型電子顕微鏡写真である。
【００７０】
  本発明において、選択的な加熱の適用により、熱改質領域「ｃ」が０よりも大きいが、
依然としてフィルムの容易な手切れ性を提供するという、新規の結果を引き起こす。この
実施形態において、改質領域の周縁部の厚さ「ａ」は、周囲のランド部の厚さ「ｂ」に近
づき、他の領域よりも厚い。中央部の厚さ「ｃ」は、「ａ」及び「ｂ」の両方よりも常に
小さく、当該技術からは離れ、０よりも大きい。
【００７１】
  このようなフィルムは、塗装マスキング接着テープのバッキング又はシーティングとし
て使用することができ、また液体コーティングプロセスに使用することができる。本発明
のフィルムは更に、良好な引裂特性、良好な強度、良好な形状適合性及び伸長、優れた耐
水性、並びに接着剤被覆テープのロールとして使用された場合、低い巻き出しを呈する。
更に、熱改質プロセスによって付与された構造により、フィルムの厚さ又はかさばりの相
対的な増加、並びにこうして付与されたテクスチャーのため、取り扱いがより容易な接着
テープ又はシートが得られる。
【００７２】
  理論に束縛されるものではないが、本発明のフィルムは、全体的な分子配向の程度がよ
り低く、その結果、全体として最大延伸方向への弾性回復量又は収縮率が低下したフィル
ムが得られる。典型的な逐次配向ポリマーフィルムの場合、この方向はＴＤ方向である。
同時配向フィルムの場合、この方向は最も高い延伸度の方向、又は、均衡のとれたフィル
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ムでは両方の主軸に沿った方向である。延伸プロセスによって形成される配向の熱誘発弾
性回復は、従来技術の実施例におけるように、厚くなった周縁によって取り囲まれている
、開口した穿孔の形成の背後にある推進力であり、本発明の場合、本発明のフィルムは、
薄くなった中央部は形成できるものの、開口した中央部を形成できない程度の、ある臨界
値未満の弾性回復ポテンシャルを有するものであると考えられている。
【００７３】
  選択的な加熱の結果としての所望の熱誘発弾性回復の効果は、図３Ａ及び図３Ｂを参照
することにより、一層よく理解することができる。
【００７４】
  図３Ａは、本発明の前駆体フィルム１２の断面の概略図である。第１面１４に熱が加え
られると、フィルム１２は温度が上昇傾向となる。フィルム１２の第２面１６は、その表
面に凹部又はくぼみのアレイを有するチルロール（図示せず）と接触する。フィルム１２
の、チルロールと接触した部分は、典型的にはいくぶん温まるが、下にあるチルロールが
ヒートシンクの役割をするため、温度上昇は限定される。対照的に、チルロールの表面の
凹部の上に置かれているフィルム１２の部分は、熱エネルギーを有効に伝導することがで
きず、図３Ｂの曲線で図示したような、相対的に大きな温度上昇を受ける。この温度上昇
の結果、フィルム１２の一部は、大きな温度上昇の領域において、熱誘発弾性回復の結果
として改質を受ける。改質領域内では、中央部２２及び周囲の周縁部２４で構成される改
質領域２０において、熱の流速が大きな温度上昇をもたらす。中央部２２内では、高温に
よってポリマーセグメントの配向の解除が起こり、ポリマー本体が薄くなり、かつ収縮す
る。周囲の周縁部２４内では、ポリマー内の温度は、中央部に最も近い高い領域から、冷
却されたランド部における、より低温までの範囲となり、周縁部内では、ポリマーが材料
を中央部から収縮させ、周囲のランド部と比べ、相対的な厚さを増加させる。
【００７５】
  このような不透過性の改質領域を有するフィルムを形成する能力は、前駆体フィルムと
して使用される配向フィルムの性質によるものと考えられる。
【００７６】
  いくつかの実施形態において、前駆体フィルムは逐次テンター延伸フィルムで、ＤＭＡ
を使用して横方向（ＴＤ）に測定した場合、約－２．０Ｎ／ｍ２未満の弾性回復を呈する
。いくつかの実施形態において、本発明に従って使用される前駆体フィルムは、インスト
ロンによって測定した場合、約２５００ＭＰａ未満の横方向の初期引張弾性率を呈する。
【００７７】
  いくつかの実施形態において、不透過性の中央部を有する改質を生じさせるための所望
の限定的な熱誘発弾性回復は、下記のうちの１つ以上を呈する配向フィルムから得られる
ことが予想される。
【表１】

【００７８】
  表中のデータに関する注：ＴＤ方向の引張弾性率は、投入されたフィルム試験片の断面
積を使用して算出した。ＡＳＴは自動収縮率試験（automated shrinkage test）である。
  容易な手切れ性が所望される多くの実施形態に対し、得られる主フィルムが、非ノッチ
引裂強度約１００グラム重（ｇｆ）／ｍｉｌ厚さ以下、より好ましくは約７０ｇｆ／ｍｉ
ｌ厚さ以下、最も好ましくは約５５ｇｆ／ｍｉｌ厚さ（例えば、テープの横方向において
）を呈することが時として好ましい。フィルムの引裂力が高すぎると、本発明のフィルム
のいくつかの用途では許容される場合もあるが、フィルムを手で引裂くのが過度に困難と
なってしまうことがある。
【００７９】
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  本発明における前駆体フィルムとして有用なフィルムの実例としては、ポリ塩化ビニル
及びポリスチレン、アクリル系ポリマー等の、ポリオレフィン、ポリエステル、ガラス状
ポリマーを含む、熱誘発弾性回復が可能である、任意のポリマーフィルムが挙げられる。
好ましくは、ポリマーフィルムは少なくとも１つの主方向に配向されている（すなわち、
ＬＯ又はＴＤＯ、つまり、長さ配向又は横方向配向）。このような配向フィルムは、強靱
性と、選択的な熱加熱プロセスに一旦供された手切れの容易さとのバランスをもたらす。
【００８０】
  好ましいフィルムとしては、１つ以上の構成成分のポリオレフィン樹脂及び樹脂の組み
合わせを含む、逐次的に又は同時に二軸配向された、ポリオレフィンが挙げられる。この
ようなフィルムは更に、２つ以上の層、好ましくは２、３、５、７以上の層を含んでもよ
い。逐次又は同時の二軸配向は、好ましくはテンター延伸プロセスを使用して実施される
が、更に、ローラー延伸、インフレートフィルム延伸、又はこれらの組み合わせ等によっ
て実施してもよい。
【００８１】
  一実施形態において、ポリマーフィルムは、融点が延伸（stretching or drawing）温
度未満の１つのポリマー樹脂を含む、ブレンド又は層を含んでもよい。このような、融点
が低い構成成分は、任意の有用な濃度で組み込まれてもよいが、典型的には、全体の約５
～９５重量％を占める。
【００８２】
  一実施形態において、ポリマーフィルムは、半結晶性の構成成分と非晶質の構成成分と
のブレンドを任意の組み合わせで含んでもよい。構成成分材料は、ランダムコポリマー若
しくはブロックコポリマーを含んでもよく、又は、１つ以上の材料の半結晶相若しくは非
晶質相の物理的分散体を含んでもよい。
【００８３】
  一実施形態において、ポリマーフィルムは、少なくとも１つの主面層が、ベース層又は
コア層と比較して融点がより高いポリマーである、多層フィルムを含んでもよい。このよ
うなフィルムでは、選択的な熱加熱プロセスに暴露することにより、１つ又は両方の主面
上に、例えば、テクスチャー、接着剤の剥離、液体不透過性等を提供する上で有用であり
得る、望ましい構造体を形成することができる。
【００８４】
  一実施形態において、ポリマーフィルムは、少なくとも１つの主面層が、ベース層又は
コア層と比較して融点がより低いポリマーである、多層フィルムを含んでもよい。このよ
うなフィルムは、より柔らかい表面層を提供する上で利点があり得るが、それでもなお、
良好な手切れ性及び液体不透過性を提供する。
【００８５】
  添加物、充填剤、顔料、染料、ＵＶ安定剤、及び核形成剤も、更に本発明の実施におい
て有用であり得る。含有の相対的な割合及び方法は、当業者には周知である。このような
一実施形態は、Ａ．Ｓｃｈｕｌｍａｎ  Ｃｏ．（Ａｋｒｏｎ  ＯＨ）からのＭＦ  ５０２
マットポリオレフィンマスターバッチである。
【００８６】
  一実施形態において、ＭＰＭ  １１１４（Ｍａｙｚｏ  Ｃｏ．（Ｓｕｗａｎｅｅ，Ｇｅ
ｏｒｇｉａ）より）としてホモポリマーポリプロピレンマスターバッチとして提供された
β核形成剤が、ＰＰ  ４７９２ポリプロピレン樹脂（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ  Ｃｏ．（Ｈ
ｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓ））に組み込まれた。組み込み濃度は、ＰＰ  ４７９２樹脂を
基準として最大約２重量％であった。このような組み合わせで作製されたフィルムは、接
着性マスキングテープのバッキングにとって望ましい、非常に良好な手切れ性及び不透明
度を提供した。
【００８７】
  一実施形態において、ＰＰ  ５５７１耐衝撃ポリプロピレン（Ｔｏｔａｌ  Ｐｅｔｒｏ
ｃｈｅｍｉｃａｌｓ  ＵＳＡ（Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓ）より）を含むフィルムを逐
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次テンター延伸プロセスにおいて二軸配向し、良好な手切れ性を呈し、液体に対して不透
過性であり、不透明なフィルムを製造した。
【００８８】
  一実施形態において、ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌのＰＰ  ９１２２ランダムプロピレンコポ
リマーを含む表面層と、ＰＰ  ５５７１耐衝撃ポリプロピレンを含み、表面層よりも厚さ
が大きい第２ベース層と、を含む多層を備えるフィルムを、逐次テンター延伸プロセスに
おいて二軸配向し、非常に良好な手切れ性、接着テープとして適用された場合に狭い半径
を形成する能力と定義される、良好な形状適合性、良好な不透明度、及び液体不透過性を
呈するフィルムを製造した。
【００８９】
  本発明のフィルムは、典型的には、ポリマーフィルム、特に配向ポリオレフィン及びそ
れらのブレンドを含む。用語「ポリオレフィン」は、これらに限定されるものではないが
、エチレン、プロピレン、ブチレン等のポリマー、並びにこれらのランダムコポリマー及
び／又はブロックコポリマー並びにブレンドとみなされ得る。場合により、このようなフ
ィルムは２つ以上の層、例えば、２、３、５、７以上の数の層を構成し得る。こうして、
程度の異なる熱誘発弾性回復が異なる層で発生することができ、新規かつ有用な特性を有
するフィルムが製造される。ポリエステル、ポリスチレン、又は配向フィルムの形成が可
能であるその他のポリマー等のポリマーから、その他のフィルムを製造することができる
。非配向フィルムもまた、本明細書に記載の選択的な加熱のプロセスに暴露後、これらの
厚さで手切れが可能であれば、企図され得る。ほとんどの場合、非配向性のキャストシー
トは、高引裂抵抗力を呈し、不規則又は非直線の引裂を生じさせる。
【００９０】
  本発明で有用なフィルムは、構成成分又は層の材料が、構成成分又は層の材料の融点に
ほぼ等しいかそれよりも高い温度で配向される、１つ以上の構成成分又は層を含んでもよ
い。このような延伸条件下では、構成成分材料は「温かい」又は「熱い」延伸を受け、フ
ィルムには低度の配向が付与され、選択的な加熱のプロセスにおいて、厚さを貫通する穿
孔が形成されるのに十分な弾性回復が制限されると考えられている。
【００９１】
  このような場合、延伸プロセスによってもたらされるポリマー分子の配向が、例えば非
晶質の構成成分で生じ得るようにプロセスの最中に緩和されるか、又は、半結晶性である
が延伸プロセスの温度よりも低い溶融温度を有する配向ポリマー分子が、冷却の際に、よ
り低い配向状態で再結晶し得る、と考えられている。上記のＪ．Ａｐｐｌ  Ｐｏｌｍ  Ｓ
ｃｉの参考文献を参照のこと。このようなフィルムはフィルムの厚さを完全に貫通する穿
孔を呈することはないが、それでもなお驚くほど良好な手切れ性を呈する。
【００９２】
  配向ポリマーにおける弾性回復は、フィルムの収縮率を制御し、また配向された半結晶
性のポリマーに存在する、非結晶又は非晶質の「連結鎖（tie chains）」に関連すると考
えられている（Ｉ．Ｍ．Ｗａｒｄ  ｅｔ  ａｌ．，Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．
，ｖ．４１，１６５９（１９９０）；“Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ  ａｎｄ  Ｐｒｏｐｅｒｔｉ
ｅｓ  ｏｆ  Ｏｒｉｅｎｔｅｄ  Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，”ｅｄ．ｂｙ  Ｉ．Ｍ．Ｗａｒｄ，
Ｃｈａｐｍａｎ  ａｎｄ  Ｈａｌｌ，Ｌｏｎｄｏｎ（１９９７）を参照のこと）。分子レ
ベルでは、弾性回復は、ひずみを与えられた鎖を適切に保持する働きをしていた結晶性構
成成分が溶融した結果、延伸プロセスにおいて伸長されたポリマー鎖が反跳することによ
って発生する。
【００９３】
  弾性回復はまた、フィルム製造プロセス条件、特にフィルムキャスティングの温度（す
なわち、急冷又はキャスティング温度）及び延伸の温度にも関連すると考えられている。
キャスティング温度は半結晶性ポリマー構造の開始形態を規定し、後続の延伸中に存在す
る連結鎖材料の体積に影響するものと考えられている。低いキャスティング温度では、結
晶化は非常に急速で、多くのより小さい結晶及びより大きな体積の連結鎖を生成する。ポ
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リマーの融点に近い、より高いキャスティング温度では、結晶化はそれ程急速ではなく、
より少数の、より大きい微結晶及びより小さな体積の連結鎖を生成する。Ｃａｐｔ，Ｌ．
，ｅｔ  ａｌ．，“Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ  ｄｕｒｉｎｇ  Ｂ
ｉａｘｉａｌ  Ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ  ｏｆ  Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ  Ｆｉｌｍｓ
”１７ｔｈ  Ｐｏｌｙｍｅｒ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｓｏｃｉｅｔｙ  Ａｎｎｕａｌ  
Ｍｅｅｔｉｎｇ，２００１を参照のこと。
【００９４】
  延伸された半結晶性ポリマー中に存在する、いわゆる張りつめた連結鎖は、熱に暴露さ
れた際の延伸ポリマーフィルムの弾性回復の原因であると考えられている（Ｂ．Ａｌｃｏ
ｃｋ  ｅｔ  ａｌ．“Ｔｈｅ  ｅｆｆｅｃｔ  ｏｆ  ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  ｃｏｎｄｉ
ｔｉｏｎｓ  ｏｎ  ｔｈｅ  ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ  ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ  ａｎｄ  ｔ
ｈｅｒｍａｌ  ｓｔａｂｉｌｉｔｙ  ｏｆ  ｈｉｇｈｌｙ  ｏｒｉｅｎｔｅｄ  ＰＰ  ｔ
ａｐｅｓ，”Ｅｕｒｏｐ．Ｐｏｌｙｍ．Ｊ．，４５（２００９）：２８７８－２８９４を
参照のこと）。
【００９５】
  同様に、他のブレンド材料及び／又は形状配列によっても、手切れ性はあるものの、開
口した穿孔穴の形成に十分な弾性回復は不可能な、延伸フィルムを製造することができる
と考えられる。好適な材料の例としては、結晶含量の低いブロックポリプロピレンコポリ
マー若しくはランダムポリプロピレンコポリマー、ブレンドが延伸された際に不十分な弾
性回復を呈するような、低い若しくはより低い融点の結晶構成成分を有する１つ以上の材
料とのポリプロピレンのブレンド、又は１つ以上の層が開口した穿孔穴を形成しないよう
に、延伸状態において不十分な弾性回復を呈する２層以上のフィルム、又はこれらの任意
の組み合わせが挙げられる。好適な材料の例としては、ＥＮＧＡＧＥ（商標）８４０１及
び８４０２、ＡＦＦＩＮＩＴＹ（商標）８２０、並びにＩＮＦＵＳＥ（商標）９５０７（
全てＤｏｗ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｃｏ．（Ｍｉｄｌａｎｄ，Ｍｉｃｈｉｇａｎ）より）、
並びにＶＩＳＴＡＭＡＸＸ（商標）６２０２（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ  Ｃｈｅｍｉｃａｌ
  Ｃｏ．より）が挙げられる。
【００９６】
  他の実施例において、アイソタクチックポリプロピレン（等級５５７１としてＴｏｔａ
ｌ  Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ  ＵＳＡ（Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）より入手可能）中
に分散されたエチレン－プロピレンゴム（ＥＰＲ）からなる約１５％の耐衝撃性改良剤を
含む、ポリプロピレン耐衝撃コポリマーを使用して作製された二軸配向フィルムは、本発
明の選択的な加熱のプロセスに暴露された際に開口した穿孔穴を生成せず、それでもなお
厚くなった周縁を呈し、最も驚くべきことには、なお手切れが容易であることが見出され
ている。
【００９７】
  本発明のシートの構造（例えば、相対的に厚くなった周縁部を有する改質領域のアレイ
等）により、多くの有用な利点を提供することができる。
【００９８】
  接着剤
  バッキング部材の第２主面として被覆される接着剤は、当該技術分野において既知の任
意の好適な接着剤とすることができる。好ましい接着剤は、標準的に粘着性である感圧接
着剤である。接着剤の選択は、大部分は、得られるテープの目的とする用途に応じて決ま
る。好適な接着剤の実例としては、アクリレート、天然ゴム、ブチルゴム、スチレンコポ
リマー等のゴム樹脂、シリコーン、及びこれらの組み合わせをベースとするものが挙げら
れる。接着剤は、溶液コーティング、水系コーティング、又はホットメルトコーティング
法によって適用することができる。接着剤としては、ホットメルトコーティングされた組
成物、転写コーティングされた組成物、溶媒コーティングされた組成物、及びラテックス
組成物、並びに積層接着剤、熱活性化接着剤、及び水活性化接着剤を挙げることができ、
テープロールの巻き出し及び接着特性の望ましいバランスをもたらすものであることを除
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き、限定されるものではない。
【００９９】
  当業者であれば、本発明に使用するための好適な接着剤を、大部分は所望の用途に応じ
て、選択することができる。
【０１００】
  本発明のテープの使用に好適な、粘着付与されたゴム状ホットメルト接着剤の実例は、
米国特許第４，１２５，６６５号、同第４，１５２，２３１号、及び同第４，７５６，３
３７号に開示されている。本発明のテープの使用に好適な、アクリル系ホットメルト接着
剤の実例は、米国特許第４，６５６，２１３号及び同第５，８０４，６１０号に開示され
ている。
【０１０１】
  当業者であれば、本発明の物品で使用するための接着剤を適用するための、ロータリー
ロッド又は他の好適なコーティング技法を容易に選択することができる。コーティング方
法の選択は、部分的には、接着剤の流動特性、接着剤の穿孔への所望の浸透等による。当
業者であれば、接着剤をシート上に適用又はコーティングするための好適な方法を容易に
選択することができる。実例としては、ロータリーロッドダイコーティング、ナイフコー
ティング、ドロップダイコーティング等が挙げられる。本発明のテープの作製に使用する
ことができるロータリーロッドコーティング法の実例は、米国特許第４，１６７，９１４
、同第４，４６５，０１５号、及び同第４，７５７，７８２号に開示されている。
【０１０２】
  バッキング部材と接着剤との間の接着を増強するため、例えば、少燃料条件下での火炎
処理、コロナへの暴露、化学的プライマー等の接着促進処理（複数可）を、バッキング部
材の第２主面に適用してもよい。
【０１０３】
  感圧接着剤は、指圧以下で強力で永久的な粘着、付着を有し、被着物上に留まる充分な
能力を有することが周知である。
【０１０４】
  更に、これらの接着剤は、粘着付与剤、可塑剤、充填剤、抗酸化剤、安定剤、顔料、拡
散材、硬化剤、繊維、フィラメント、及び溶剤等の添加物を含むことができる。
【０１０５】
  いくつかの実施形態において、接着剤を、場合により、任意の好適な方法によって硬化
させ、流動がより起こりにくくする等の、接着剤の特性を改変することができる。特に、
良好なテープロールの巻き出しと完成品の接着剤特性とのバランスをもたらすように、架
橋度合いを選ぶことができる。典型的な架橋は、放射線誘発の架橋（例えば、ＵＶ又は電
子線）、熱誘発架橋、化学反応架橋、又はこれらの組み合わせ等の周知の方法によって提
供することができる。
【０１０６】
  接着剤は、任意の所望の量で適用することができ、典型的には従来の乾燥コーティング
重量約５～約１００ｇ／ｍ２をもたらすように適用される。濃厚な接着剤コーティングは
、巻き出し力の望ましくない増加を引き起こす確率を増加させる傾向がある。希薄すぎる
コーティングは、機能しない、又は、基材表面の湿潤が不完全となる傾向がある。
【０１０７】
  有用な感圧接着剤の一般的な説明は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ  ｏｆ  Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  ａｎｄ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌ．１３，Ｗｉｌｅｙ－Ｉ
ｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ  Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ（Ｎｅｗ  Ｙｏｒｋ，１９８８）に見出
すことができる。有用な感圧接着剤の更なる説明は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ  ｏｆ  
Ｐｏｌｙｍｅｒ  Ｓｃｉｅｎｃｅ  ａｎｄ  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１，Ｉｎｔ
ｅｒｓｃｉｅｎｃｅ  Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ（Ｎｅｗ  Ｙｏｒｋ，１９６４）に見出すこ
とができる。
【０１０８】
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  接着剤のバッキング部材への適用に次いで、本発明のテープは、例えば、スリッティン
グ、圧延等の既知の手法を使用して、所望の構造に変換してもよい。本発明の複数枚のテ
ープは、ロールの形態に巻いてもよい（例えば、場合により適宜使用されるコアの周りで
それ自体の上に巻かれる１枚以上のテープ）、又は、シートの形態で積層してもよい。本
発明に従い、このようなテープアセンブリによって提供される驚くべき利点としては、上
層の接着剤層と下層の主フィルムの隆起した周縁を有する第１主面との間の境界面が容易
に分離することによる容易な巻き出し、並びに良好な手切れ性、形状適合性、及び他のテ
ープ特性が挙げられる。
【０１０９】
  図１０は、本発明のテープの例示的なロールを示す。ロール１１０は、場合により適宜
使用されるコア１１４上でそれ自体の上にロール形態に巻かれたテープ１１２を備える。
テープ１１２は、バッキング部材１１６及び接着剤層１１８を備える。図１１に示すよう
に、テープ１１２は、第１主面１４及び反対側の第２主面１６を有する、バッキング部材
１１６（これは図１のフィルム１０の実施形態である）を備える。バッキング部材は複数
の改質領域２０を有する主フィルム１０を含み、この例では複数の改質領域２０を有する
主フィルム１０から実質的になる。
【０１１０】
  用途
  本発明は、包装用テープ、塗装用マスキングテープ、一般用途又は「ダクト」テープ、
医療用テープ、マスキングフィルム、ライナー、ラップ、並びに不織材、フォーム等を含
む、１つ以上の追加の層を有するラミネート等の多くの用途向けの、接着剤付き又は接着
剤なしであり得る、テープ又はシートの製造に使用することができる。
【０１１１】
  本発明の利点の１つは、前駆体フィルムの引裂強度を、より有用な大きさまで低減でき
ることである。典型的には、本発明の主フィルムは、引裂強度が約１００ｇｆ／ｍｉｌ厚
さ以下、いくつかの実施形態においては約７０ｇｆ／ｍｉｌ厚さ以下、いくつかの実施形
態においては約５５ｇｆ／ｍｉｌ厚さ以下である、１つ以上のセグメントを有する。
【０１１２】
  本発明の主フィルムのロール形態（例えば、巻かれた裸のシート又は接着剤付きのロー
ル）のようないくつかの実施形態において、主フィルムは、単一の均質のセグメント（す
なわち、改質領域の均一なアレイを備えるシート）からなる。他の実施形態において、主
フィルムは２つ以上のセグメントを備えることができ、これらのセグメントは性質又は改
質領域の有無について異なっている。図１１Ａは、本発明の主フィルムの例示的な一実施
形態を示す。主フィルム１２２は、本発明に従う改質領域を有するセグメント１２６が差
し込まれた、改質領域を有しない複数のセグメント１２４を備える、細長いテープである
。テープの用途において、このような構造は、フィルムを、セグメント１２６に対応した
個別の長さで、より容易に形状適合させ又は分離できるようにするために、使用すること
ができる。セグメントは所望の相対的なサイズ及び間隔とすることができる。図１１Ｂは
、他の例示的な一実施形態を示す。主フィルム１２８は、中央セグメント１３２とこれに
隣接した改質領域を有しないセグメント１３０（複数）とを備える、細長いテープである
。テープの構造において、このような構造は、フィルムを、細長い中央部において、より
容易に形状適合させる（例えば、壁の角で曲げる）ために使用することができる。理解さ
れるとおり、本発明の主フィルムは、改質領域のアレイを有する１つ以上の第１セグメン
トと、改質領域のアレイを有しないか第１セグメント（複数可）のアレイとは異なる改質
領域を有する１つ以上の他のセグメントと、からなる他の所望の構造によっても作製する
ことができる。このように、異なる位置及び異なる構造において、引裂強度、形状適合性
等の様々な特性を有する主フィルムを、本発明に従って実現することができる。
【０１１３】
  本発明のコンテクスト
  接着テープは、接着、接合、又はマスキング用途に幅広く使用されている。このような
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接着テープの本質的な側面は、自己接着剤及び剥離コーティングが付加されたテープバッ
キングが存在することである。接着テープの使用には、接着テープのバッキングが、道具
又は手で引き裂くことによって分割供給が可能であり、有用な長さのテープをロールから
分離できることが不可欠である。特に、マスキングテープ用途の分野では、所望分のテー
プを、いかなる道具又はテープの分割供給装置も使用せずに、接着テープロールから直接
手で容易に引き裂けることが不可欠である。これにより、マスキングテープの、柔軟な、
最速の使用が可能となる。本明細書で使用する手切れ性は、平均的な人間が、妥当で過度
ではない労力のみによって、ある長さ若しくはシートの上記バッキングを容易に引き裂け
るという意味での、テープが手で引き裂かれる能力、又は、手切れ性を指す。いくつかの
態様において、鋭い力を素速く適用し、テープを有用な長さに「ぷつっと切る（snap）」
ことができるのが望ましい。
【０１１４】
  歴史的に、接着マスキングテープは、取り扱い及び適用、特に手で引き裂くこと、を容
易にするため、紙のバッキングで作製されてきた。紙テープの本質的な脆弱性及び多孔性
のため、このようなバッキングは、所望の強度、弾性、液体コーティングへの暴露に対す
る耐性、および液体コーティングへの抵抗性を付与するため、１つ以上のポリマー材料（
例えば、バリアコート、バインダー、飽和剤等）でコーティングすることによって改質し
なくてはならない。このようなコーティングは、通常、１つ以上のコーティング作業にお
いて適用され、続いて硬化又は乾燥され、コーティングを適所に固着する。このことは、
紙の処理作業、続いて剥離コーティング及び接着剤コーティングの適用を行い、所望の製
品を製造するために、多段階のコーティング処理ラインの使用が必要となる。あるいは、
バリアコート、飽和剤、及びバインダーの紙へのプレコーティングを、接着剤コーティン
グの前に別の作業で実施し得る。
【０１１５】
  バリアコート、バインダー、及び飽和剤を添加しても、接着マスキングテープ構造体へ
の紙のバッキングの使用には、明らかな短所がある。紙のバッキングは、水又は紫外線に
暴露されると本質的に不安定であり、典型的には自動車の塗装等の産業で使用される「水
研ぎ（wet sanding）」、すなわち水による研磨を必要とする用途で使用すると、ずたず
たに裂けてしまう傾向がある。紙のバッキングは真っ直ぐな切れ目で破れず、スリバリン
グとして知られる、様々な角度で破れる傾向があり、ずたずたの切れ端が残る。多くの新
式の紙ベースの接着マスキングテープが、カレンダーバッキング又は特別に平滑化された
紙のバッキングを使用して製造されており、これらのバッキングは、一旦除去されると、
より均一な塗装ラインを可能とする。それでもなお、紙は結合した紙繊維からなるため、
こうして形成された塗装ラインは、典型的には、ポリマーのテープバッキングの場合より
も鋭くなく、このような紙のバッキングは、通常ポリマーフィルムのバッキングよりも厚
い。更に、紙バッキングのテープは、典型的には硬すぎ、十分な伸長を有していないため
、なめらかな曲線状での適用（すなわち、平らな表面上で曲線状の塗装ラインを形成する
ように、ｘ－ｙ次元において曲がること）ができない。典型的には、紙バッキングのテー
プの伸長率は約２５％未満であり、場合によっては１５％未満であるため、多くの所望の
構造のマスキングに対して不適切となってしまう。最後に、紙ベースのマスキングテープ
は、バリアコーティング、バインダーコーティング、及び飽和剤コーティングを適用する
必要性のため、製造コストが相対的に高くなってしまう場合がある。それぞれのこのよう
な工程はまた、溶媒の除去及び緩和措置に関して、又は上記のコーティングを乾燥するた
めの熱の必要性に関して、無駄を引き起こすことについても言及しなくてはならない。
【０１１６】
  対照的に、本発明によって可能であるように、接着テープの用途にポリマーフィルムを
使用することにより、いくつかの明確な利点をもたらすテープを得ることができる。ポリ
マーフィルム、特にポリオレフィン系ポリマーフィルムは、典型的には、湿気及び水の影
響を受けず、典型的には目立たず、高強度、形状適合性が良好で、かつ低コストである。
しかしながら、いくつかの特定のタイプのポリマーのバッキングを除き、ほとんどのポリ
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マー接着テープは、道具又はテープ分割供給ブレードを使用せずに手で引き裂くのは困難
又は不可能である。
【０１１７】
  良好な手切れ性を呈するポリマーフィルムのいくつかの例はあるが、それでもなお、特
定の用途、特にマスキング用途には好適ではない。ＳＣＯＴＣＨ（商標）テープ（３Ｍ  
Ｃｏｍｐａｎｙ）に使用されている酢酸セルロース等のキャストフィルムは、手で容易に
引き裂くことができるが、感湿性であり、水に暴露されると膨潤し、丸まってしまうこと
がある。ポリ塩化ビニルベースの他の接着テープのバッキングは、引き伸ばして変形させ
ることなしに容易に引き裂くことはできず、更に製造が割高である。
【０１１８】
  ポリオレフィン又はポリエステル等の他のポリマーフィルムは商品のポリマー樹脂をベ
ースとしているため、割安となる場合がある。しかし、このようなポリマーフィルムは、
手で引き裂くのは非常に困難である。ある場合には、このようなフィルムは、二軸配向等
の好適なフィルム作製プロセスの選択及び／又は多層の組み込みによって、手切れ性を高
めることができるが、特に後者の場合、フィルムには、特にマスキング及び保護等に用い
た場合、除去に際し、層間剥離又は層分離を起こす傾向がある。これは、接着テープが使
用後にきれいかつ容易に取り外し可能であることを要求する使用者にとっては、受け入れ
られない。
【０１１９】
  本発明によって提供される主フィルムは、以下の特質の所望の組み合わせを、独自に、
提供する：
  ・好都合な手切れ性
  ・固有の耐湿気性及び耐水性
  ・スリバリングに対する抵抗性
  ・直線の引裂伝搬
  ・目立たないこと
  ・高い形状適合性、すなわち、ポリマーフィルムの固有の伸長性と、火炎衝撃を受けた
フィルムが有する薄くなった中央部に起因する「追加的」な伸長性と、の両方による、連
続的かつ平坦な外側又は凸状端部で半径に形状を合わせられる能力。
  ・低コスト
  ・バリア、バインダー、又は飽和剤のコーティングを必要としないこと。
【０１２０】
  本発明の主フィルムによって提供される優れた特性の組み合わせを、多くの以前から既
知のテープバッキング材料と比較して、以下の表に概略的に示す。
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【表２】

【実施例】
【０１２１】
  本発明は、下記の実例を参照することにより、更に理解することができる。
【０１２２】
  試験方法
  下記の試験方法を使用した。
【０１２３】
  ＡＳＴＭ  Ｄ３７５９引張弾性率
  ＢＯＰＰフィルムの引張弾性率は、Ａｌｌｉａｎｃｅ  ＲＴ／５  ＭＴＳ引張試験機に
より、ＡＳＴＭ  Ｄ３７５９に従い測定した。幅１インチ、長さ６インチの試料を、試験
フィルムの横方向に沿って切り出した。各試料の厚さを、この細片に沿って３つの異なる
点で測定し、３つの測定値の平均として記録した。続いて、試験片を試験機のグリップに
、分離間隔４インチで固定した。試験片の長軸を、グリップの中央の間を走る仮想の直線
に沿って注意深く整列させた。固定中、試験片には、緩みの除去に必要とされた以上の引
張力は加えなかった。次に、試験片が破断するまで、クロスヘッドを１２インチ／分で移
動した。引張弾性率を記録し、厚さによって正規化した。各フィルムについて、５反復を
試験した。
【０１２４】
  制約下での熱誘発弾性回復応力－Ｂ１
  試験片の熱誘発弾性回復応力を、ＴＡ  Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ  ｍｏｄｅｌ  ＲＳＡ  
Ｇ２  Ｄｙｎａｍｉｃ  Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ  Ａｎａｌｙｚｅｒ（ＴＡ  Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔｓ（Ｎｅｗ  Ｃａｓｔｌｅ，ＤＥ））を使用し、引張モードで測定した。
【０１２５】
  試験片は、測定用に、フィルム配向の主軸に沿って切断した。実際には、逐次的に延伸
したＢＯＰＰに対し、フィルムの横方向（ＴＤ）で、寸法はＭＤが６．２ｍｍ、ＴＤが２
５ｍｍとなる。試験片が平坦かつ均一に配置されるように、試験片を一定のひずみ１％で
固定した。試料をまず３０℃で２分間コンディショニングし、次いで３℃／分で３０℃か
ら１９０℃に昇温した。これらの一定の固定条件下で、加熱の際に、温度の上昇に伴って
フィルムの結晶質セグメント又は他の硬質相セグメントが軟化及び溶融するため、軸方向
の収縮力又は弾性回復力が発生する。ＤＭＡの引張モードにおいて、一定のひずみにおけ
る軸方向の力は、加熱の際に解放された回復応力を反映する。正規化された応力を温度に
対してプロットすると、加熱によって引き起こされた弾性回復の際の応力の変化が示され
る。正規化された応力は、フィルムの断面の面積によって軸方向の力を正規化することに
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よって得られる。熱誘発回復応力は、試験片の留め具に対してひずみ方向にかかるため、
報告される値は負となる（つまり、試験片は引く収縮力（pull tensile force）又は引張
収縮力（tensile retractive force）を、クリップが取り付けられた力変換器に対して及
ぼす）。
【０１２６】
  図８は、実施例のいくつかのフィルム（火炎衝突前）の、制約下における横（ＴＤ）方
向の弾性回復応力のプロットである。
【０１２７】
  ＡＳＴＭ  Ｄ２７３２－１４及びＤ２７３２－ＴＤの制約下での熱誘発弾性回復応力（
非ＦＩＰフィルム）－Ｂ２
  試験片の熱誘発弾性回復を、高精度寸法追跡システム（ＣＣＤマイクロメーター、ＬＳ
－７００１及びＣＣＤ  ＬＳ－７０３０Ｔ）を取り付けたＰｅｒｂｉｘ  Ｔｈｅｒｍａｌ
  Ｓｈｒｉｎｋａｇｅ  Ａｎａｌｙｓｉｓ  Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ（Ｐｅｒｂｉｘ  Ｍａ
ｃｈｉｎｅ  Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｂｒｏｏｋｌｙｎ  Ｐａｒｋ，ＭＮ））を使用して測定し
、熱処理前のフィルムの寸法の変化を検出した。試験片は、測定用に、フィルム配向の主
軸に沿って切断した。実際には、逐次的に延伸したＢＯＰＰに対し、フィルムの横方向（
ＴＤ）で、寸法はＭＤが２５．４ｍｍ、ＴＤが２２８．６ｍｍとなる。試験片が平坦かつ
均一に配置されるように、試験片を、１．５ｇの重りの引張力を使用して固定した。試験
片をまず２５℃で最短５分間コンディショニングした。フィルムの試験片の一方の端でフ
ィルムをクリップに定置し、次いでオーブン中１１５℃で５分間加熱し、続いて２５℃ま
で２分間冷却した。試料を加熱及び冷却しながら、試料の長さをＫｅｙｅｎｃｅシステム
で測定し、経時的な長さの変化を測定した。加熱の際に、フィルムの結晶質セグメント又
は他の硬質相セグメントが軟化及び溶融するため、軸方向の収縮力又は弾性回復力が生じ
る。この結果、試験片のＴＤの長さの低下（熱収縮）又は増加（熱膨張）が起こる。報告
したデータは、１１５℃下で少なくとも１分経過した後の、最初のプラトー領域から取ら
れるものである。熱誘発弾性回復は、試験片の留め具に対してひずみ方向にかかるため、
報告される値は、収縮のため負となる（つまり、試験片は引張収縮力を留め具に対して及
ぼす）。熱膨張の場合には、値は正で報告される。
【０１２８】
  ＡＳＴＭ  Ｄ１９２２  Ｅｌｍｅｎｄｏｒｆ（非ノッチ）引裂試験、熱処理フィルム
  選択的な熱プロセスに供されたフィルムの手切れ性を、ＢＯＰＰフィルムの横方向にお
ける開始引裂力試験を使用して測定した。引裂を開始する力を、Ｔｈｗｉｎｇ－Ａｌｂｅ
ｒｔ  Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ  Ｐｒｏ  Ｅｌｅｍｅｎｄｏｒｆ  Ｔｅａｒ  Ｔｅｓｔｅｒ
を使用して測定した。引裂試験を、非ノッチの２．５”×２．５”（６３ｍｍ×６３ｍｍ
）のフィルム試験片に対し、それぞれについて５反復とし、１６００ｇの振り子重りを使
用して実施した。試験方法は、Ｅｌｅｍｅｎｄｏｒｆ  Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ  Ｆｏｒ
ｃｅ  Ｔｅａｒ試験－ＡＳＴＭ  Ｄ１９２２に基づく。５反復の平均を、引裂を引き起こ
すグラム重単位で報告する。
【０１２９】
  配向プロセス
  厚さ約３０～約４０マイクロメートルの、下記ポリマーの完成品シートを形成し、ロー
ルに巻き取った。使用したプロセス条件を、表１に示す。
【０１３０】
  フィルム１及び２の調製
  同時二軸配向ポリプロピレンフィルムを、米国特許第４，６７５，５８２号、同第４，
８２５，１１１号、同第４，８５３，６０２号、同第５，０３６，２６２号、同第５，０
５１，２２５号、及び同第５，０７２，４９３号に記載の、リニアモーターに基づく同時
延伸プロセスを使用して調製した。延伸装置は、Ｂｒｕｅｃｋｎｅｒ  Ｍａｓｃｈｉｎｅ
ｎｂｒａｕｅ（Ｓｅｉｇｓｄｏｒｆ，Ｇｅｒｍａｎｙ）によって組み立てられた。表２に
記載のポリマーを使用した。
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【０１３１】
  樹脂Ａ、Ｂ、Ｈ、及びＩを押出成形した。各層に対して単軸押出を使用し、各層に対し
、溶融温度が約２２７～２６０℃である、安定な溶融物を得た。フィルムが３層のそれぞ
れで別個の樹脂を有するように、表２に列挙したポリマーを、表示したとおり、各それぞ
れの層に使用した。ポリマー溶融物を、スロットダイを通して押し出し、約１８．５ｍ／
分で回転する、水冷式のクロムめっきしたスチール製キャスティングホイール上でキャス
ティングした。キャスティングホイールは、閉鎖ループ内水循環を使用し、水が約１８℃
の水浴中にキャスティングホイールを浸漬させることにより、約３５℃に調節した。キャ
ストシートは、トリミング幅約８３～８６ｃｍ及び厚さ約０．１８５ｃｍであった。キャ
ストシートを、約４４０℃に設定したＩＲヒーターのバンクを通し、キャストフィルムを
テンターオーブン中で延伸する前に、約７０℃に予熱した。次いで、キャストし予熱した
フィルムを、縦方向（ＭＤ）及び横方向（ＴＤ）に同時延伸し、二軸配向フィルムを製造
した。この０．０３８ｍｍの完成品のフィルムに対し、オーブンの予熱セクションを調節
し、約１５０～１６０℃の温度で予熱したフィルムを得た。予熱セクション中に使用され
たテンターオーブン温度の設定点は、名目上、予熱領域を約１７０℃、延伸領域を１４２
℃に、かつアニーリングセクションを１６５℃に設定した。最終的な総面積の延伸比は、
アニーリングにおける名目上の緩和後、名目上約５０：１であった。ＭＤ比は約７．５／
１、また、ＴＤ比は約７．３／１であった。延伸されたフィルムは、厚さ約０．０３８ｍ
ｍ及びトリミング幅約５２３ｃｍであった。フィルムをＳｏｆｔａｌコロナ処理器でコロ
ナ処理し、約３８ダインの表面張力を有する１つの表面を得た。巻き取り速度は名目上約
１４０ｍ／分であった。所望のフィルムの厚さ０．０３８ｍｍが得られるように、条件を
調節した。フィルムを、試験に有用な試料幅で長手方向に切り離し（オフライン）、かつ
／又は真新しいブレードを備えたかみそり切れ刃を使用して、更に処理した。全ての言及
した温度、割合、速度、比率、寸法等は、名目上かつ概算のものである。
【０１３２】
  フィルム３～１６の調製
  表１に列挙した樹脂を、単軸押出機に装着された３層押出ダイを使用して共押出しし、
３２～６４℃の範囲の温度に設定したキャスティングドラム上でキャスティングすること
により、シートに形成した。続いてキャストシートを、まず、一組の選択的に加熱された
駆動ローラーに通し、長手方向（ＭＤＯ）の伸長比約５倍、次いで長手方向縁部に沿って
一連のバネ仕掛けのグリップで固定し、横方向（ＴＤＯ）に約９倍延伸することにより、
逐次的に配向させた。このように形成した二軸配向シートを、更に処理するため、連続す
るロールとして回収した。
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【表３】

【０１３３】
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  火炎衝突の選択的な加熱のプロセス
  下記の火炎衝突プロセスを使用して、実施例における選択的な加熱を実施した。
【０１３４】
  米国特許第７，０３７，１００号の図３に示された火炎衝突を、以下の操作条件で使用
した。圧縮空気を天然ガス燃料（化学量論比９．７：１及び熱含量３７．７ｋＪ／Ｌを有
する）とベンチュリミキサー（Ｆｌｙｎｎ  Ｂｕｒｎｅｒ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｍ
ｏｏｒｅｓｖｉｌｌｅ，Ｎｏｒｔｈ  Ｃａｒｏｌｉｎａ）より）中で予混合し、可燃混合
気を形成した。空気及び天然ガスの流量を熱式質量流量計（Ｆｏｘ  Ｔｈｅｒｍａｌ  Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．（Ｍａｒｉｎａ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）より）で測定し
、天然ガス及び空気の流速をサーボモーター駆動ニードル弁（Ｆｌｙｎｎ  Ｂｕｒｎｅｒ
  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより）で制御した。全ての流量は、火炎の当量比が０．９６（
空気：燃料比が１０．１：１）、正規化火炎力が１６３５Ｗ／バーナー面積ｃｍ２（１４
，１４０Ｂｔｕ／時－バーナーの長さ１インチ）となるように調整した。可燃混合気は、
水冷式アルミニウムハウジングに取り付けられた、長さ３０．５ｃｍｘ幅１ｃｍの、６ポ
ート波形ステンレス鋼リボン（Ｆｌｙｎｎ  Ｂｕｒｎｅｒ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより
）を備える、米国特許第７，６３５，２６４号に記載されたタイプのリボンバーナーへの
配管を通過した。
【０１３５】
  バーナーは、直径３５．５ｃｍ、面幅４６ｃｍの、冷却されたスチールバッキングロー
ル（Ａｍｅｒｉｃａｎ  Ｒｏｌｌｅｒ  Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｕｎｉｏｎ  Ｇｒｏｖｅ，Ｗｉ
ｓｃｏｎｓｉｎ）より）に隣接して取り付けた。バッキングロールの温度は、２４０Ｌ／
分の再循環する水流により、温度１０℃に制御した。バッキングロールの面は銅０．５ｍ
ｍでめっきされ、ロールの面の中央の２９ｃｍは米国特許第７，０３７，１００号の図６
に示された穿孔パターンのエッチングが施され、次いで、全面がクロム０．０１ｍｍでコ
ーティングされていた（Ｃｕｓｔｏｍ  Ｅｔｃｈ  Ｒｏｌｌｓ  Ｉｎｃ．（Ｎｅｗ  Ｃａ
ｓｔｌｅ，Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ）による）。フィルタを通した、圧が約３５ｋＰａ
／ｍ２（５ｐｓｉｇ）の圧縮空気をバッキングロールに吹き込み、バッキングロール中央
のパターン部分への水分凝縮の量を、制御可能に低減した。米国特許第７，０３７，１０
０号の図４中のＤの距離である、バーナーハウジングの面とバッキングロールの面との間
の距離は、１６ｍｍに調整した。図４のＥの距離は３ｍｍに等しかった。
【０１３６】
  示したフィルムはアイドラーロールによって誘導され、冷却されたバッキングロール及
びロールのパターン化された部分に巻かれ、速度６０ｍ／分で火炎衝突プロセスを通過さ
せた。フィルムの上流及び下流の引張力は約２．２Ｎ／直線ｃｍに維持した。ポリプロピ
レンフィルムと冷却されたバッキングロールとの間の密着を確実にするため、６ｍｍのＶ
Ｎ  １１０  ＶＩＴＯＮ（商標）エラストマー（Ａｍｅｒｉｃａｎ  Ｒｏｌｌｅｒ  Ｃｏ
ｍｐａｎｙより）でカバーされた、直径１０ｃｍ、面幅４０ｃｍのインバウンド（inboun
d）ニップロールを、冷却されたバッキングロールのインバウンド側のバーナーに対して
約４５°で配置した。ニップロールとバーナーとの間に、再循環水で温度３８℃に維持し
た水冷式のシールドを配置した。ニップロールとバッキングロールとの接触圧は、約５０
Ｎ／線ｃｍに維持した。
【０１３７】
  比較例Ｃ２及びＣ３の、火炎衝突の選択的な加熱のプロセス
  長手方向の配向比が５：１、横方向の配向比が９：１である標準的な市販の逐次二軸配
向ポリプロピレンを、実施例について記載した火炎衝突プロセスを通過させた。ただし、
火炎の強さは５７８Ｗ／ｃｍ２（５０００Ｂｔｕ／時インチ）、当量比は０．９７（空気
：燃料比１０．０：１）、バッキングロール温度を３８℃に保ち、濃縮を制御するための
圧縮空気はバッキングロールには吹き込まず、リボンバーナーハウジングとバッキングロ
ールとの間の距離は１２ｍｍであった。フィルムを速度２５～３０ｍ／分で、火炎衝突プ
ロセスを通過させた。
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【０１３８】
  ３０ｍ／分のフィルム速度で、処理されたフィルム上に周縁は認められなかった。フィ
ルム速度２５ｍ／分において、処理されたフィルムの全ての穿孔領域は開いており、つま
り、図５に示した「ｃ」の寸法は０であった。このように、市販のＢＯＰＰフィルムでは
、周縁を有するが、開口した穿孔がないフィルムを作製するための火炎衝突処理の幅は、
非常に小さい。このような標準的なＢＯＰＰでは、周縁を有するが、開口した穴を持たな
いフィルムを作製するプロセスを製造環境で一貫して実施することは、不可能ではないに
しても、困難である。更に、これらの周縁を有するが、穴がないＢＯＰＰフィルム（比較
例Ｃ２及びＣ３）は、外観が極めて不均一であり、寸法「ａ」及び「ｃ」は個々の熱改質
の領域間で大きくばらついていた。このような不均一な材料は、例えば、機能性の接着テ
ープに転換することは不可能である。比較例Ｃ２及びＣ３にはまた、手で引き裂ける特性
もない。これらの比較例は、処理されたＢＯＰＰの一方の端に沿ってはさみの切り込み等
の傷が入れられない限り、手で容易に引き裂くことはできない。したがって、本明細書に
開示の火炎衝突によって処理されたＢＯＰＰで得られた容易な引裂開始とは対照的に、こ
れらの試料の引裂開始力は高い。これらの比較例はまた、本明細書に記載の特製のＢＯＰ
Ｐで得られたほとんど直線の引裂とは対照的に、真っ直ぐには引き裂かれず、ばらばらの
角度で裂かれる。
【０１３９】
  注：上記の条件は、周縁を有するが穴がない、任意のタイプの標準的なＢＯＰＰを作製
するための最適な条件を表したものである。本発明者らが試みた、フィルム速度、火炎の
強さ、間隔、バッキングロール温度の任意の他の組み合わせは、不均一な熱改質を示した
ため、更なる検討は不可能であった。
【０１４０】
  実施例及び比較例の試験の結果を、表２に示す。
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【表４】

【０１４１】
  以上、添付図面を参照して本発明をその好ましい実施形態と関連付けて十分に説明した
が、様々な変更及び改変が当業者に明らかである点に留意されたい。このような変更及び
改変は、添付の「特許請求の範囲」によって規定される本発明の範囲から逸脱しない限り
、本発明の範囲に含まれるものと理解することとする。本明細書で言及された全ての特許
、特許文書、及び刊行物の完全な開示内容が、参照により組み込まれる。
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